
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

（
政
党
の
支
部
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
奈
良
県

主
た
る
事
務

奈
良
市
西
大
寺
東

奈
良
市
大
宮
町
四

平
成
二
十
七
年

第
一
選
挙
区
支
部

所
の
所
在
地

町
二
―
一
―
六
三

―
二
六
六
―
一

二
月
十
七
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

保
育
推
進
連
盟
奈
良

政
治
団
体
の

保
育
推
進
連
盟
奈

日
本
保
育
推
進
連

平
成
二
十
七
年

県
支
部

名
称

良
県
支
部

盟
奈
良
県
支
部

二
月
四
日

佐
藤
光
紀
後
援
会

主
た
る
事
務

生
駒
市
東
松
ケ
丘

生
駒
市
東
松
ケ
丘

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

一
〇
―
九

九
―
二

二
月
五
日

水
本
昭
博
後
援
会

代
表
者

水
本
茂

米
田
秀
一

平
成
二
十
七
年

二
月
六
日

み
ん
な
で
奈
良
を
も

政
治
団
体
の

み
ん
な
で
奈
良
を

奈
良
を
も
っ
と
良

平
成
二
十
七
年

っ
と
良
く
す
る
会

名
称

も
っ
と
良
く
す
る

く
す
る
会

二
月
九
日

会




城
市
あ
ら
い
正
吾

主
た
る
事
務


城
市
北
花
内
三


城
市
北
花
内
一

平
成
二
十
七
年

後
援
会

所
の
所
在
地

五
三
―
三

四
七
―
六

二
月
十
日

中
西
一
喜
後
援
会

主
た
る
事
務

天
理
市
三
島
町
一

天
理
市
富
堂
町
一

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

八
一

九
五
―
一

二
月
十
日

代
表
者

正
木
嘉
美

橋
本
武
徳

市
本
た
か
し
後
援
会

会
計
責
任
者

近
藤
静
夫

庄
司
道
治

平
成
二
十
七
年

二
月
十
九
日

小
林
し
げ
き
後
援
会

主
た
る
事
務

奈
良
市
西
大
寺
東

奈
良
市
大
宮
町
四

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

町
二
―
一
―
六
三

―
二
六
六
―
一

二
月
二
十
日

奈
良
政
経
研
究
会

主
た
る
事
務

奈
良
市
西
大
寺
東

奈
良
市
大
宮
町
四

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

町
二
―
一
―
六
三

―
二
六
六
―
一

二
月
二
十
日

は
せ
川
り
き
お
後
援

会
計
責
任
者

梅
谷
芳


野
瀬
繁
則

平
成
二
十
七
年

会

二
月
二
十
四
日

松
尾
い
さ
お
後
援
会

会
計
責
任
者

柳
田
勉

清
水
巌
一

平
成
二
十
七
年

二
月
二
十
四
日

西
伸
会

会
計
責
任
者

坂
本
浩
章

真
藤
英
喜

平
成
二
十
七
年

二
月
二
十
五
日

佐
藤
光
紀
後
援
会

主
た
る
事
務

生
駒
市
小
明
町
五

生
駒
市
東
松
ケ
丘

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

五
六
―
三

一
〇
―
九

二
月
二
十
六
日



森
本
た
か
の
り
後
援

代
表
者

福
西
康
次

梶
山
真
也

平
成
二
十
七
年

会

二
月
二
十
六
日
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